
 私事ですが、少し前に父親になりま

した。赤ちゃんは、寝ている以外は、

ほとんど泣いていますね。泣くことが

仕事です。おなかが減った、寒い暑い、

おむつを替えてほしい、寂しいなど、

自分の気持ちを泣くことで表現してい

ます。その時々の状況、表情、声の大

きさ等、泣き方からその真意を汲み取

ることになります。しかしこれが新米

の父親には難しく悪戦苦闘の毎日です。 
 
 前置きが長くなりましたが、今回は

解雇が争われた際の従業員の真意につ

いてお話しします。 
 従業員を解雇した場合、従業員は解

雇を争って訴訟を提起したり、組合に

駆け込み団体交渉の申入れを行ったり

します。 
 そこでの従業員の主張は、「解雇は無

効であり、自分は従業員としての地位

がある。だから働かせてくれ。解雇を

撤回して職場復帰させてくれ。」という

ものです。すなわち、雇用契約上の権

利を有する地位にあることの確認を求

めるわけです。解雇の有効性が問題に

なる場合は、ほとんどこのような争わ

れ方をします。「不当解雇だが、もうこ

んな会社では働きたくないので復職は

求めない、でも慰謝料をください。」と

いう請求はほとんどありません。 
 ただ、解雇された従業員の全員が全

員、復職を求めているでしょうか？ 
 本音は復職する気のない人も多いで

す。実際に訴訟や労働審判になった場

合は退職を前提とした和解で終わるケ

ースがほとんどです。 
 ではなぜ、復職する気がないのに地

位確認を求めるのでしょうか？ 
 会社は、解雇した従業員が戻ってき

てもらっては困りますから、従業員が

強く復職を求めるような場合、それ相

応の金銭を支払ってでも復職を断念し

てもらおうという方向に話が進みます。

ですから復職を求めた方が、有利に交

渉を進められるという側面があるので

す。 
 このように解雇事案の解決にあたっ

ては「解雇無効だ、復職させてくれ」

といって泣いている従業員の真意がど

こにあるのかを汲み取ることが非常に

大事になってきます。 
 ではどうやって真意を汲み取るかで
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すが、まずは当然のことながらその従

業員自身のことをよく分析することで

す。家族構成、家計の状況、転職の難

易、会社との対立状況、解雇された従

業員に対する周りの従業員の反応等か

ら、当該従業員が解雇された会社に戻

ってでも働きたい、若しくは働かざる

を得ないと考えるか否かを推測するこ

とができます。そもそもこの点は、解

雇の前に検討すべき事項です。 
 また、どのような争い方をしてくる

のかもポイントです。通常民事訴訟、

仮処分の申し立て、労働審判、団体交

渉の申し入れ、労働委員会のあっせん、

不当労働行為救済命令申立など争い方

は様々あるので、どの手続を選択した

のかで、従業員の真意を推測すること

ができます。 
 例えば、労働審判は、裁判所で行う

手続きではあるものの実際には話し合

いの手続きです。そのため退職前提の

和解になることがほとんどです。その

ため労働審判を選択してきた場合は、

復職を求める意思は低く、退職前提で

の紛争解決を望んでいるのだろうと推

測できます。むしろ労働審判という選

択肢があるにもかかわらず、あえて仮

処分の申し立てを選択した場合は、生

活に困窮している可能性が高く、本当

に復職を求めている可能性があります。 

 従業員の真意に関して、ある労働者

側弁護士から興味深い話を聞いたこと

があります。その弁護士によれば、「実

際には復職を希望していなくても、解

雇が無効であり、地位確認を求めるこ

とは権利としてある。だから、そのよ

うな権利を主張することは何ら不当で

はない。ただし、依頼者には、場合に

よっては会社が復職を認める可能性が

あるので、その場合どうするのかを事

前に確認する」そうです。そして、実

際に会社から復職してよいと言われた

ケースでは、当初、復職するつもりは

なかったものの、悩んだ末、涙をのん

で復職したというケースもあるそうで

す。 
 このように、従業員の真意自体、そ

の時々の事情によって変化します。そ

れまで復職が絶対だと言い続けて和解

の席にもつかなかった従業員が、コロ

ッと退職和解を受け入れるということ

もありました。 
 従業員の真意を汲み取ることは非常

に困難です。しかし、その真意を汲み

取ることが紛争解決にはかならず必要

になります。少ない情報からでも、そ

の真意を汲み取る（相手の立場に立っ

て考える）努力を怠るべきではないと

思います。 
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